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光が丘第五小学校・光が丘第六小学校 光が丘第五小学校・光が丘第六小学校 光が丘第五小学校・光が丘第六小学校 

　このお知らせは、「光が丘第五小学校・光が丘第六小学校統合準備会」の協議内容等について、 

保護者や地域の皆さまへお知らせするために発行しています。11月10日（月）午後７時から、光

が丘第五小学校の視聴覚室にて、統合準備会（第５回）を開催しました。今回は、その協議内容

と10月15日（水）午後７時から、光が丘区民ホールの会議室にて開催した統合準備会連絡会（第

１回）の協議内容についてお知らせします。 

統合準備会連絡会を開催 統合準備会連絡会を開催 統合準備会連絡会を開催 

裏面もご覧ください。 

　統合準備会ごとに統合新校の校名候補の選定作業に入る前に、各統合準備会の代表者で調整を図るた

め、統合準備会連絡会（第１回）を開催しました。座長は、委員の互選で 司郎委員となりました。 

●統合準備会連絡会の進め方について確認した事項 
　・統合準備会連絡会は、各統合準備会の合意に基づいて開催する。 
　・統合準備会連絡会で確認した事項であっても、各統合準備会が最終的に判断する。 
　・委員の代理出席を認め、各統合準備会がその選出方法を決める。 
　・会議は原則として公開で行い、開催日時や議事録は新しい学校づくり担当課のホームページで公表
する。 

●統合新校の校名の選定に関する委員の主な意見 
　・校名を公募することに賛成だ。 
　・校名募集の範囲は、統合対象校の児童と保護者、光が丘とその周辺地域に限定したほうがよい。 
　・光が丘地区として名称の統一性をとったほうがよい。 
　・校名の候補が重なった場合のみ調整すればよく、名称の統一性をとる必要はない。 
　・名称の統一性をとるために条件を付けると、児童が自由に応募できなくなる。 
　・名称の統一性は、校名の募集後に図ればよい。 
◆ 統合準備会（第５回）で校名の統一性などについて協議し、その後、統合準備会連絡会（第２
回）を開催することを確認しました。 

統合準備会連絡会委員　　　　　　　　　　　　　　 （敬称略） 

氏 　 名  

細谷　　勝 

岡本　由佳 

鶴岡　まみ 

石井　秀夫 

岩本　重雄 

當山　真浩 

平原　里美 

橋　司郎 

河口　　浩 

統 合 準 備 会 等  統 合 準 備 会 等  

光一小・光二小  光五小・光六小  

光三小・光四小  光七小・田柄三小 

学 校 教 育 部 長  新しい学校づくり担当課長 

氏 　 名  

鈴木　　久 

佐藤　育子 

渡部　博子 

大内美佐江 

高橋　義幸 

福澤　志保 

相原　幸一 

冨永　愛子 

阪田　真司 



日時：12月４日（木）19時00分～ 
場所：光が丘第六小学校 
　　 （１階 図書室） 
案件：統合新校の校名の選定 など 

※傍聴をご希望の方は、直接会場へ
お越しください。 

統合準備会（第6回） 
の開催予定 

統合準備会（第6回） 
の開催予定 

統合準備会事務局 
練馬区教育委員会 学校教育部 新しい学校づくり担当課 
TEL：03-5984-1034　FAX：03-3993-1196 

ホームページアドレス 
http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/atarasi/atarasi.html 

※統合準備会の資料・要点記録は、各学校および新しい学校づ
くり担当課（区役所本庁舎12階）で閲覧できます。 

※統合準備会の要点記録は、新しい学校づくり担当課のホーム
ページでもご覧になれます。 

統合新校の校名について協議 統合新校の校名について協議 統合新校の校名について協議 統合新校の校名について協議 
　統合準備会（第５回）では、統合準備会連絡会（第１回）の協議結果の報告を受けて、統合新校
の校名の選定について協議しました。委員の主な意見は、次のとおりです。 
① 校名の募集について 
　校名は公募すべきだ。 
② 募集の範囲について 
　校名は、統合対象校の児童と保護者、光が丘およびその周辺地域に限定して募集すべきだ。 
③ 名称の統一性について 
・可能であれば、名称の統一性を図りたい。 
・条件を設けないで募集し、その結果を見ながら、名称の統一性を検討したらどうか。 
・「光が丘」を使用したほうが、校名に地域性を反映できる。 
◆ 今後、統合準備会連絡会（第２回）を開催し、校名の統一性や募集方法について協議します。12
月開催予定の統合準備会（第６回）での協議終了後、平成21年１月上旬から校名募集を開始する
予定です。 

　統合準備会（第３回）において、閉校に伴う歴史の保存の一環として、両校の卒業記念作品を１
点位ずつ統合新校に展示し、その他の作品は撤去するとしました。その後、学校内で協議を行い、
光五小はトーテムポール（平成16年度卒業制作）、光六小は壁画（平成６年度卒業制作）を統合新
校に展示することを確認しました。 
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統合に伴う学校指定用品の取り扱いについて協議 統合に伴う学校指定用品の取り扱いについて協議 統合に伴う学校指定用品の取り扱いについて協議 

卒業記念作品の保存について確認 卒業記念作品の保存について確認 卒業記念作品の保存について確認 

　前回の統合準備会では、教職員連絡会で統合新校の学校指定用品を検討した後、区が負担する品目を
統合準備会で協議することを確認しました。今回、教職員連絡会から、統合時に買い替えが必要な品目
とその理由について、以下のとおり報告がありました。 
・校帽、体育着（上）：新しい校章が入ったものに変更する必要があるため。 
・体育着（下）、水泳帽、上履き、紅白帽子：両校の規格が異なることから、
統一する必要があるため。 

◆ 委員から、次のような意見が出されました。 
・教育委員会は、教職員連絡会が買い替えが必要だと判断したものは、保護者
の負担とならないようすべて支給すべきだ。 
・上履きは、サイズが合わなくなれば、自然と買い替える。それよりも、形状の異なる紅白帽子を支給
してほしい。 
◆ 今後、教育委員会で一定の考え方をまとめ、区が負担する品目について決定していきます。 


